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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年8月27日(2009.8.27)

【公表番号】特表2008-537339(P2008-537339A)
【公表日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2008-506717(P2008-506717)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２６Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月29日(2009.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイス構造体であって、
　基板のユニタリ単結晶半導体領域であって、暴露された水平に延びている主要表面を有
する前記ユニタリ単結晶半導体領域と、
　第１のソース領域及び第１のドレイン領域を有する第１の電界効果トランジスタ（「Ｆ
ＥＴ」）であって、前記第１のソース領域及び前記第１のドレイン領域は、前記主要表面
から延びている前記ユニタリ単結晶半導体領域の第１のソース部分及び第１のドレイン部
分をそれぞれ占めており、前記第１のソース領域及び前記第１のドレイン領域は、第１の
ソース・ドレイン導電経路を定める、前記第１のＦＥＴと、
　前記第１のＦＥＴの前記第１のソース・ドレイン導電経路と電気的に並列接続されてい
る第２のソース・ドレイン導電経路と、前記主要表面から延びている前記ユニタリ単結晶
半導体領域の第２の部分を占める第２の拡散領域とを有する少なくとも１つの第２の電界
効果トランジスタ（「ＦＥＴ」）であって、前記第２の拡散領域は、少なくとも１つの第
２のソース領域及び第２のドレイン領域のうちの少なくとも１つを含み、前記第２のソー
ス・ドレイン導電経路は、前記第２の拡散領域と、前記第１のソース領域及び前記第１の
ドレイン領域のうちの少なくとも１つとの間に延びている、前記第２のＦＥＴと、
　前記主要表面から延びている前記ユニタリ単結晶半導体領域の第３の部分を占める本体
コンタクト領域であって、前記第２の拡散領域との接合部を有する前記本体コンタクト領
域と
　を備える、前記半導体デバイス構造体。
【請求項２】
　前記第１のＦＥＴは、前記ユニタリ単結晶半導体領域の第１のチャネル部分を占める第
１のチャネル領域をさらに含み、前記第２のＦＥＴは、前記ユニタリ単結晶半導体領域の
第２のチャネル部分を占める第２のチャネル領域をさらに含み、前記本体コンタクト領域
は、前記第１のＦＥＴの前記第１のチャネル領域に及び前記第２のＦＥＴの前記第２のチ
ャネル領域に導電接続されている、請求項１に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項３】
　前記基板は、半導体オン・インシュレータ（「ＳＯＩ」）基板であり、前記ＳＯＩ基板
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は、前記ユニタリ単結晶半導体領域の下にある埋込み酸化物（「ＢＯＸ」）層を含み、か
つ、前記ＢＯＸ層の下にあるバルク領域をさらに含む、請求項２に記載の半導体デバイス
構造体。
【請求項４】
　前記第１のチャネル領域の上にある第１のゲート導体部分と、前記第１のゲート導体部
分に導電接続された第２のゲート導体部分とを有する水平に延びるユニタリ導電パターン
をさらに含み、前記第２のゲート導体部分は前記第２のチャネル領域の上にあり、前記第
１のゲート導体部分は前記第１のＦＥＴの第１のゲート導体部分を定めており、及び前記
第２のゲート導体部分は前記第２のＦＥＴの第２のゲート導体部分を定めている、請求項
２に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項５】
　前記第１のゲート導体部分は、前記ユニタリ単結晶半導体領域の長手方向に配向されて
おり、及び、前記第２のゲート導体部分は、前記ユニタリ単結晶半導体領域の実質的に横
方向に配向されている、請求項４に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項６】
　前記第２のゲート導体部分は、前記ユニタリ単結晶半導体領域の幅にわたって完全に延
びており、前記第１のゲート導体部分は、前記第２の導体部分の第１の縁部に接続されて
おり、及び前記ユニタリ導電パターンは、前記第１のゲート導体部分とは反対側の前記第
２のゲート導体部分の第２の縁部から延びているテール導体部分をさらに含む、請求項５
に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項７】
　前記テール導体部分は前記長手方向に配向されている、請求項６に記載の半導体デバイ
ス構造体。
【請求項８】
　請求項４に記載の前記半導体デバイス構造体を含む集積回路であって、前記ユニタリ導
電パターンは、前記集積回路のゲート導体についての所定の最小線幅より実質的に大きく
ない線幅を有する、前記集積回路。
【請求項９】
　前記ユニタリ単結晶半導体領域は、前記ユニタリ単結晶半導体領域の長手方向に最大長
を境界付ける下縁部及び上縁部と、前記ユニタリ単結晶半導体領域の横方向に幅を境界付
ける左縁部及び右縁部とを有し、及び、前記第１のゲート導体部分は、前記下縁部から前
記上縁部まで長手方向に延び、前記第２のゲート導体部分は、前記左縁部及び前記右縁部
の一方だけから前記第１のゲート導体部分まで延びる、請求項４に記載の半導体デバイス
構造体。
【請求項１０】
　前記第１のソース領域及び前記第１のドレイン領域のうちの少なくとも一方が、前記ユ
ニタリ単結晶半導体領域の前記上縁部から前記下縁部まで延び、及び前記本体コンタクト
領域は、前記第１のソース領域及び前記第１のドレイン領域のうちの少なくとも一方との
接合部を形成する、請求項９に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項１１】
　前記ユニタリ単結晶半導体領域は、前記上縁部と前記下縁部との間に位置する中間縁を
さらに含み、前記第１のソース領域及び前記第１のドレイン領域のうちの少なくとも一方
が、前記上縁部及び前記下縁部のうちの一方から前記中間縁部だけまで延び、及び前記第
２のゲート導体部分は、（ｉ）前記左縁部及び前記右縁部のうちの一方と（ｉｉ）前記第
１のゲート導体部分との間だけに延びるように、前記ユニタリ単結晶半導体領域が切り欠
かれている、請求項１０に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項１２】
　前記中間縁部は、トレンチ分離領域によって境界付けられている、請求項１１に記載の
半導体デバイス構造体。
【請求項１３】
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　請求項１２に記載の前記半導体デバイス構造体を含む集積回路であって、前記第１のゲ
ート導体部分は、前記集積回路の最小ゲート導体線幅より実質的に大きい幅を有する、前
記集積回路。
【請求項１４】
　前記第１のゲート導体部分は、実質的に直角に前記第２のゲート導体部分と交わる、請
求項５に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項１５】
　前記本体コンタクト領域及び前記第２の拡散領域の両方に導電接触する導電性ビアをさ
らに備える、請求項１に記載の半導体デバイス構造体。
【請求項１６】
　前記第２のゲート導体部分は、前記第２のＦＥＴの前記第２の拡散領域から前記第１の
ＦＥＴを分離するために、前記ユニタリ単結晶半導体領域の幅にわたって完全に延び、及
び前記ユニタリ導電パターンは、前記第２のゲート導体部分の縁部から、前記ユニタリ単
結晶半導体領域の上縁部及び下縁部のうちの一方に向けて延びているテール部分を含む、
請求項４に記載の半導体デバイス構造体。
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